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○ 産業建設委員長報告

産業建設委員会委員長 林 勝 義

産業建設委員長報告を申し上げます。

今期定例会で、当委員会に付託されました案件は、「議案第９４号 鳴門市

公営企業の設置等に関する条例の一部改正について」ほか議案３件でありま

す。

当委員会は去る１２月１４日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結

果、議案４件は、いずれも原案のとおり可決すべきと決しました。

以下、審査の概要についてご報告申し上げます。

まず、「議案第９４号 鳴門市公営企業の設置等に関する条例の一部改正に

ついて」でありますが、モーターボート競走法の表記に倣い、条例中の「競

艇事業」の表記を「モーターボート競走事業」に改めるものでありました。

委員からは、表記を変えることによる費用の発生などについての質疑があ

りました。理事者からは、表記を変えることにより費用はかかるが、関係業

界の中では、名称変更などを行うことにより、今までの競艇場のイメージを

変えていこうとする流れがあり、ファミリーで来られるような方向を目指し

ているとの説明がありました。

また、なぜ「ボートレース事業」ではなく、「モーターボート競走事業」と

したのかとの質疑があり、理事者からは、「ボートレース」は通称であり、通

称は今後変更する可能性があることからも、モーターボート競走法にのっと

った表記に変更した方が合理的であると考えたからであるとの説明がありま

した。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。

次に、「議案第９５号 鳴門市附属機関設置条例の一部改正について」であ

りますが、鳴門モーターボート競走場内の営業の許可等について調査審議を

行う鳴門モーターボート競走場営業審査委員会を、鳴門市附属機関設置条例

に規定することに伴い、関連する条例の改廃を行うものでありました。

委員からは、今までの条例の中での営業審査委員会と、このたび附属機関

として設置する営業審査委員会の委員の構成にどのような差があるのかとの

質疑がありました。理事者からは、基本的には同じであり、構成については、
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に関する事項や衛生面に関

する事項について審査して頂く必要があることから、警察関係、保健所関係

の方に参加をして頂くこととしているとの説明がありました。

また、委員からは、臨時的にボートレース場でイベントを開催する時の売

店についても、営業審査委員会での審査の対象になるのかとの質疑がありま

した。理事者からは、臨時的な売店などは、営業審査委員会での審査の対象

外であり、イベントの企画、 出 店などは、まとめて委託するよう考えている
しゆつてん

とのことでありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。

次に、「議案第９６号 鳴門市モーターボート競走事業に従事する臨時従事

員の給与の種類及び基準に関する条例の廃止について」でありますが、新ス

タンド建設に伴い、民間企業のノウハウを取り入れ、業務のさらなる見直し

を図ることから、本条例を廃止するものでありました。

委員からは、全国のモーターボート競走場２４場での臨時従事員の雇用状

況についての質疑がありました。理事者からは、施行者が直接臨時従事員を

雇用しているのは２４場中２１場で、鳴門市を含め３場が直接雇用を行わな

いこととなり、鳴門市は業務の一部を施行者が担うが、２場はすべての業務

を委託しているとの説明がありました。

委員からは、雇用は大きな問題なので、鳴門市民が働ける場の確保を真剣

に考えて欲しいとの要望がありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。

次に、「議案第９８号 市道路線の認定及び変更について」でありますが、

開発行為に伴う市道１１路線の認定及び１路線の変更を行うに当たり、道路

法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のでありました。

委員からは、開発行為に伴う新設市道の幅員についての質疑があり、理事

者からは、開発行為に伴う市道認定では幅員が４メートル以上必要で、道路

排水の側溝を設けることになっており、認定道路の幅員の多くは４メートル

であるとの説明がありました。

また、委員からは、斎田鳴門駅線の変更では現在の歩道が市道となること

から、自動車の通行についての確認があり、理事者からは現時点の計画では

歩行者と自転車のみの通行となる予定であるとの説明がありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
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以上が、当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお

願い申し上げます。


